
令和７年度第１回国民健康保険運営協議会議事次第 

 

令和７年１１月２８日（金）１３時１５分～ 

FSXアリーナ（くにたち市民総合体育館）第１・第２会議室 

 

議事 

１ 市長あいさつ 

２ 委嘱状の交付 

３ 自己紹介 

４ 正・副会長の選出 

５ 諮問 

６ 国民健康保険運営協議会について 

７ 国民健康保険制度について 

８ 国民健康保険税率等の改定について 

９ その他 

 

配布資料 

 №１ 国立市国民健康保険運営協議会委員名簿 

 №２ 諮問書（写） 

 №３ 国民健康保険運営協議会について 

 №４ 国民健康保険制度について 

 №５ 国民健康保険税率等の改定について 

 №６ 国立市国民健康保険税率等改定計画 



令和７年度第１回国民健康保険運営協議会資料№１

令和７年１１月２８日

国立市国民健康保険運営協議会委員名簿

選出区分 氏名 肩書等

被保険者を代表する委員 西野　晴美

被保険者を代表する委員 山川　章

被保険者を代表する委員 加藤　登志雄

被保険者を代表する委員 池田　裕治

保険医又は保険薬剤師を代表する委員 山下　眞之 国立市医師会

保険医又は保険薬剤師を代表する委員 行定　公彦 国立市医師会

保険医又は保険薬剤師を代表する委員 渡邉　浩幸 国立市歯科医師会

保険医又は保険薬剤師を代表する委員 今井　浩史 国立市薬剤師会

公益を代表する委員 木村　陽子

公益を代表する委員 小林　治

公益を代表する委員 秋山　エリカ 東京女子体育大学推薦

公益を代表する委員 板坂　貴子 国立市商工会　理事

被用者保険等保険者を代表する委員 菅牟田　健一 健康保険組合連合会東京連合会　常務理事

被用者保険等保険者を代表する委員 中垣　一 フランスベッドグループ健康保険組合　常務理事
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令和７年１１月２８日 

 

国 福 保 発 第 ５ ４ 号 

令和７年１１月２８日 

（写） 

国立市国民健康保険運営協議会会長 殿 

 

国立市長  濵﨑 真也 

 

諮 問 書 

 

国立市国民健康保険運営協議会規則第３条の規定により、下記の事項について貴会の意見を伺い

ます。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

（１）国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る所得

割税率及び均等割税額を以下のとおり改定することについて 

区 分 
現 行 改定案 

所得割税率 均等割税額 所得割税率 均等割税額 

基 礎 課 税 額 5.5％ 20,000円 5.7％ 23,500円 

後期高齢者支援金等課税額 1.8％ 10,000円 1.95％ 11,200円 

介 護 納 付 金 課 税 額 1.85％ 11,000円 1.95％ 12,000円 

（２）子ども・子育て支援納付金課税額の所得割税率及び均等割税額を東京都が定める国立市の標

準保険料率と同値とすることについて 

 

２ 諮問理由 

（１）令和７年１月９日付けで受領した貴会答申書に基づき、国立市では令和７年１１月に「国立

市国民健康保険税率等改定計画」を策定しました。本計画に基づき、令和８年度の国民健康保

険税率を上記のとおり改定することについて貴会の意見を伺うものです。 

（２）子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）による地方税法の

一部改正により、令和８年度から子ども・子育て支援納付金が課税されることとなりました。

将来の保険料水準統一を見据え、国民健康保険法第８２条の３の規定により東京都が定める市

町村標準保険料率を採用することについて貴会の意見を伺うものです。 
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令和７年１１月２８日 

 

 

国民健康保険運営協議会について 

 

１ 国民健康保険運営協議会の位置付け 

国民健康保険法第１１条等に基づき設置される市長の附属機関であり、国民健康保険の運営に関する重要事項についての市長

の諮問に対し答申を行う他、建議（主体的に意見、要求、改善案を提案すること）を行うことができる。 

また、定期的に国民健康保険の運営状況について市から報告を行っている。 

 

２ 委員の構成 

  ・被保険者を代表する委員 ４人 

・保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人 

・公益を代表する委員 ４人 

・被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

 

３ 過去の国民健康保険運営協議会の主な内容 

（答申） 

平成２７年度 国民健康保険税率の改定について 

平成３０年度 国民健康保険課税限度額の改定について 

令和６年度  今後の国民健康保険税率等の改定の考え方について 

（建議） 

平成２２年度 人間ドック費用助成額の見直し 

 

４ 会議の取り扱い 

  ・公開 

  ・要点筆記にて会議録を作成→議長（＝会長）及び議長の指名する２名の委員が署名 



○国民健康保険法（抜粋） 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第十一条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、

第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成そ

の他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の

規定による保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事

業の運営に関する協議会を置く。 

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項（第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定め

るところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村

が処理することとされている事務に係るものに限る。）を審議することができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。 

 

○国民健康保険法施行令（抜粋） 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織） 

第二条 法第十一条第一項に定める協議会（第五項において「都道府県協議会」という。）は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代

表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」

という。）第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。）を代表する委員をもつて組織する。 

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保

険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。 

３ 法第十一条第二項に定める協議会（以下この条において「市町村協議会」という。）は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表

する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 

４ 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。 

５ 都道府県協議会及び市町村協議会（次条及び第四条第一項において「協議会」という。）の委員の定数は、条例で定める。 

（委員の任期） 

第三条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 



２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 

 

○国立市国民健康保険条例（抜粋） 

（国立市国民健康保険運営協議会の委員の定数） 

第２条 国立市国民健康保険運営協議会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号。以下「法」という。）第 11条第２項の規定により置かれた市の

国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。）の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 被保険者を代表する委員 ４人 

(２) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人 

(３) 公益を代表する委員 ４人 

(４) 被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

 

○国立市国民健康保険運営協議会規則 

（目的） 

第１条 この規則は、国立市国民健康保険条例第３条の規定に基づき国立市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）に関して必要な事項

を定めることを目的とする。 

（協議会の職務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じて、次の事項を審議する。 

(１) 一部負担金の負担割合に関すること。 

(２) 保険税の賦課方法に関すること。 

(３) 療養の給付期間に関すること。 

(４) 保険給付の種類および内容に関すること。 

(５) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。 

(６) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項 

（諮問事項の通知） 

第３条 市長は、諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

（答申） 

第４条 協議会は、市長から諮問を受けたときは、その都度会議を開き、すみやかに答申しなければならない。 

（建議） 



第５条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関し、市長に建議することができる。 

２ 前項の建議は、書面で提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは口頭によることができる。 

（委員） 

第６条 協議会の委員は、市長が委嘱する。 

２ 委員を辞職しようとするときは、事由を具して市長に届出なければならない。 

（協議会の招集） 

第７条 協議会に会長、副会長各１名をおく。 

２ 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。会長事故あるときは、副会長これを代理する。 

３ 招集は、会議開催の日前３日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。 

第８条 削除 

（会議の定足数） 

第９条 会議は、委員定数の半数以上が出席し、かつ、国立市国民健康保険条例第２条第１号から第３号までに規定する委員の１人以上が出席してい

なければ開くことができない。 

（議決の方法） 

第 10条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（議事参与の制限） 

第 11条 委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることはできない。 

（書記） 

第 12条 協議会に書記をおく。 

２ 書記は、市の職員をもつて充て、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。 

（会議録の調製） 

第 13条 議長は、書記をして会議録を作成させ、これを保存させなければならない。 

２ 会議録には、会議の概要のほか、開会および閉会年月日、出席、欠席委員および説明のため出席した者の氏名ならびに議長において必要と認めた

事項を記載しなければならない。 

（会議録の署名） 

第 14条 会議録には、議長および議長の指名する２人以上の委員が、署名しなければならない。 
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令和７年１１月２８日

国民健康保険制度について

国立市健康福祉部保険年金課国民健康保険係

はじめに

・日本では全ての国民が公的医療保険に加入することとなってお
り「国民皆保険制度」と呼ばれています。

・国民健康保険は、他の医療保険（被用者保険、後期高齢者医
療）に加入されていない全ての方を対象とした医療保険です。都
道府県及び市町村が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織
される国民健康保険組合から構成されています。このことから、
国民健康保険は国民皆保険の最後の砦とも言える役割を果たして
います。
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国民健康保険の仕組み

国民健康保険特別会計

・国民健康保険特別会計の設置

国民健康保険に関する収入及び支出は一般
会計と区分して経理することが望ましいとさ
れていることから、国民健康保険法第10条に
より、国民健康保険特別会計の設置が市町村
に義務づけられています。

歳入は都支出金・国民健康保険税・繰入金
が、歳出は保険給付費・国民健康保険事業費
納付金が費用のほぼ全てを占めています。

令和５年度国民健康保険特別会計決算の概要→

（市報くにたちから引用）
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国民健康保険税

・国民健康保険料（国民健康保険法第76条第１項）

市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険
事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国
民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を
徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、
この限りでない。

・国民健康保険税（地方税法）

市町村は前二項に関するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課すること
ができる。

五 国民健康保険税

⇒国立市では国民健康保険税を採用

国民健康保険税

所得割・・・負担能力に応じて課税（応能の負担）

均等割・・・受益に応じて等しく課税（応益の負担）

○国立市の国民健康保険税率等（令和７年度）

※他に低所得者、未就学児、産前産後の軽減制度有り

【特徴】

東京都多摩26市内で、府中市に次いで低い水準

応益割合が低い＝所得の低い方の税負担が少ない

区分 所得割税率 均等割税額 賦課限度額

基礎課税額（通称 医療分） 5.5％ 20,000円 66万円

後期高齢者支援金等課税額 1.8％ 10,000円 26万円

介護納付金課税額 1.85％ 11,000円 17万円

子ども・子育て支援金分 令和８年度新設



4

令和７年度第１回国民健康保険運営協議会資料№４
令和７年１１月２８日

給付の種類

法定給付

絶対的必要給付

療養の給付

入院時食事療養費

入院時生活療養費

保険外併用療養費

療養費

訪問看護療養費

特別療養費

移送費

高額療養費

高額介護合算療養費

相対的必要給付
出産育児一時金

葬祭費

任意給付 結核・精神医療給付金

保健事業（医療費適正化）

・データヘルス計画の策定

・特定健康診査

・特定保健指導

・生活習慣病発症/重症化予防

・適正受診/適正服薬指導

・後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進

（その他全市的な取組として）

・健康まちづくり戦略の推進

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
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国民健康保険財政の課題

・被保険者構成の偏り

加入者の方に無職・自営業・非正規雇用の方が多く、高齢者の方の割合が高い
という特徴があります。そのため、被用者保険と比較して、所得水準が低いにも
関わらず、医療費がかかり、構造的な赤字体質になりやすい状況にあります。

高齢化社会の進行や社会保険の適用拡大の影響により、近年はこの傾向が更に
顕著となっています。

・法定外（赤字）繰入の状況

平成30年度の制度改正により、都道府県が財政運営の責任主体となる改革が行
われ、都道府県が市町村の標準保険料率を決定することとなりました。しかし、
標準保険料率と実際に市町村が設定する税（料）率に乖離があり、一部の市町村
はその差を一般会計からの赤字繰入で賄っている状況が続いています。

特に東京都ではほぼ全ての市町村で赤字繰入を行っており、全国で赤字繰入を
行っている自治体数の50％近くを東京都内の区市町村が占めています。

国民健康保険制度のトピック

・財政運営の都道府県単位化（広域化）

平成29年度までは市町村が保険者でしたが、平成30年度以降は都道府県
も市町村と共に保険者となり、財政運営の責任主体となる制度改正が行わ
れました。

制度改正後は、都道府県が標準保険料率の決定や、財政運営が不安定に
なるリスクの高い小規模保険者の保護や市町村間格差の解消などを目的と
した広域的な調整を担っています。

・保険料水準の完全統一

国の「保険料水準統一加速化プラン（第２版）（令和６年６月）」によ
り、同一都道府県内のどこに住んでいても、世帯構成と所得水準が同じで
あれば同じ保険税負担となる保険料水準の完全統一を目指すこととされま
した。
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国民健康保険税率等の改定について 

 

１ 基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額について 

（１）経過 

   令和６年８月 21日 諮問 

   令和７年１月９日 答申 

   令和７年 11月   「国立市国民健康保険税率等改定計画」（資料№６）策定 

（２）改定案 

 所得割税率 均等割税額 

令和７年度 令和８年度 令和７年度 令和８年度 

基礎課税額 5.5％ 5.7％ 20,000円 23,500円 

後期高齢者支援金等課税額 1.8％ 1.95％ 10,000円 11,200円 

介護納付金課税額 1.85％ 1.95％ 11,000円 12,000円 

合計 9.15％ 9.6％ 41,000円 46,700円 

  【参考①】改定案税率の多摩 26市内での水準 

   所得割税率 26市中、低い方から９位 均等割税額 26市中、低い方から２位 ※他市は令和７年度税率 

  【参考②】モデル世帯別の年税額シュミレーション 

世帯構成 20 歳単身 20 代夫婦 
30 代夫婦 

未就学児１人 

40 代夫婦 

子１人 

40 代夫婦 

子２人 

50 代夫婦 

子２人 
60 歳単身 60 歳夫婦 65 歳夫婦 65 歳夫婦 70 歳単身 70 歳夫婦 

年間収入 
給与 

155 万円 

給与 

300 万円 

給与 

430 万円 

給与 

555 万円 

給与 

680 万円 

給与 

790 万円 

給与 

65 万円 

給与 

155 万円 

年金 

310 万円 

年金 

435 万円 

年金 

110 万円 

年金 

160 万円 

年間所得 100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 500 万円 600 万円 0 円 100 万円 200 万円 300 万円 0 円 50 万円 

令和７年度年税額 71,500 円 174,500 円 262,500 円 438,500 円 560,000 円 651,500 円 12,300 円 93,000 円 174,500 円 247,500 円 9,000 円 35,000 円 

改定案年税額 78,200 円 189,400 円 283,300 円 470,700 円 601,400 円 697,400 円 13,900 円 101,300 円 189,400 円 265,900 円 10,300 円 39,900 円 

増加率 9.37% 8.54% 7.92% 7.34% 7.39% 7.05% 13.01% 8.92% 8.54% 7.43% 14.44% 14.00% 



 

 

 

２ 子ども・子育て支援納付金課税額について 

（１）子ども・子育て支援金制度のポイント 

概要 少子化対策・子育て支援を強化するため、全世代・全経済主体で支える新たな財源制度であり、拠

出金は児童手当拡充、妊婦給付、育児支援給付などの財源に充てられる。 

導入時期と構築期間 令和８年度から段階的に導入し、令和 10年度までの３年間で本格実施 

拠出対象者 医療保険の加入者全員（被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度を含む）が拠出 

拠出方式 医療保険料とあわせて徴収し、区分して管理 

国保の平均的な負担額 １世帯あたり 令和８年度 350円、令和９年度 450円、令和 10年度 600円 

被保険者ひとりあたり 令和８年度 250円、令和９年度 300円、令和 10年度 400円 

子どもの負担軽減 国保における 18歳到達年度末までの子どもの均等割を 10割軽減 

低所得者への配慮 従来分と同様、所得に応じて均等割の７割、５割、２割軽減を実施 

 

（２）東京都における議論の経過 

令和７年６月 30日 第１回東京都国民健康保険連携会議 

【内容】 

将来的な保険料水準統一を見据え、導入時にできる限り都内区市町村で取扱いを統一するため、以下の案

が示された。 

①税（料）率は市町村標準保険料率を採用する（法定外（赤字）繰入を行わない） 

②法定額と同額の賦課限度額を設定する 

令和７年８月 29日 第２回東京都国民健康保険連携会議 

【内容】 

第１回で示された内容が都内の方針として集約された。 

 

（３）国立市の対応案 

  方針どおり、例年１月中下旬頃に示される市町村標準保険料率と同値を翌年度の税率として設定する。 



国立市国民健康保険税率等 

改定計画 

令和７年１１月 

国 立 市 

令和７年度第１回国民健康保険運営協議会資料№６
令和７年１１月２８日
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１．計画の策定にあたって 

１－１．策定の背景 

 日本の医療保険制度は、国内に住所を有するものが何らかの公的医療保険に加入すること

を原則とし、医療費をお互いに支えあう「国民皆保険制度」を基本としています。これによ

り、すべての住民はどの医療機関でも安価に医療を受けることができる仕組みが整っていま

す。 

 国民健康保険（以下「国保」という。）はこの国民皆保険制度を支える重要な基盤であり、

被用者保険など他の公的医療保険に加入していないすべての者を被保険者としています。従

前は農業や自営業等の従事者が被保険者の多数を占めていましたが、日本の職業構成、年齢

構成の変化などの影響により、現在では定年退職後の高齢者や事情があって働けない方など、

比較的所得は低く医療費はかかりやすい方が多くを占めるようになっています。このため、

所得に占める保険税の負担が重く、国保の運営は厳しい状況に置かれてきました。特に、小

規模な保険者においては、高額な医療費が発生した場合に保険料（税）（以下「保険税」と

いう。）が変動し、財政運営が不安定になるという課題があります。 

 国は、国保制度の安定化のため、平成３０（２０１８）年から市町村に加え都道府県も保

険者とし共同で国保を運営する仕組みとしました。また医療費水準の変動をより平準化して

保険税に反映することで、保険税水準の変動をより抑制し、国保財政の安定化を図るため、

同一都道府県内のどこに住んでいても、世帯構成と所得水準が同じであれば同じ保険税負担

となる「保険税水準の統一」を目指すこととしています。 
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 この保険税水準の統一について、国は令和６（２０２４）年６月に『保険料水準統一加速

化プラン』を改定し、水準の統一について令和１５（２０３３）年度までに完全統一に移行

することを目指しつつ、遅くとも令和１７（２０３５）年度（令和１８（２０３６）年度賦

課分）までの移行を目標とする、と具体的な期限を設定しました。 

 

１－２．策定の目的 

 今後東京都内で保険税水準が統一された場合、現状の国立市国保の保険税率と大きく乖離

する恐れがあります。国立市国民健康保険運営協議会（以下「運協」という。）の答申を受

け、被保険者への影響緩和と国立市国保の安定的な財政運営を図るため、本計画を策定する

ものとします。 

 

１－３．計画期間 

 計画策定の日から、国が保険税水準統一の目標としている令和１８（２０３６）年３月３

１日までとします。 

 

１－４．計画の見直し 

 この計画は、社会情勢の変化や医療保険制度の大幅な改正などにより当初の計画通りの改

定が難しくなる場合、適宜見直しを図ることとし、運協と情報共有を図ることとします。  
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２．国民健康保険制度について 

２－１．国民健康保険とは 

 国保は、原則として社会保険など他の公的医療保険制度に加入していないすべての住民の

方が加入する医療保険です。国保は都道府県及び区市町村が保険者となる市町村国保と、業

種ごとに組織される国保組合から構成されます。 

 

２－２．国民健康保険の仕組み 

 国保に加入している方は、医療機関で医療費の３割（一部の方は２割）の自己負担で医療

を受けることができます。また、高額な医療費がかかったときは、高額療養費として別途給

付を受けることができます。 

 医療費のうち自己負担を除いた部分については区市町村が負担し、都道府県はこの負担額

と同額を区市町村へ交付します。 

 都道府県は、この交付金に対し、国の法定負担分、都の法定負担分を除き、残った部分に

ついて各区市町村の被保険者数、被保険者所得等に応じて按分し、国保事業費納付金として

請求します。 

 区市町村は、請求された納付金に対し、国や都の補助金・交付金を差し引いた残りの部分

について、保険税として被保険者から徴収します（医療分）。 

 また、７５歳以上の方全員が原則加入する後期高齢者医療制度に対する現役世代の医療保

険からの支援金分（支援分）、４０歳以上６５歳未満の方が納付する介護保険制度への納付
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金分（介護分）についても、医療分と同様に都道府県が按分し、区市町村へ事業費納付金と

して請求され、保険税として被保険者から徴収することとなっています。 

 区市町村は、この金額を賄える税率等を設定し、保険税として課税する必要があります。

課税方法として、被保険者一人一人にかかる均等割、世帯ごとにかかる平等割、被保険者の

所得にかかる所得割、被保険者の固定資産等にかかる資産割の４つの方式があります。この

うち、均等割と所得割は必須とされており（２方式）、自治体によって平等割を加えた３方

式、さらに資産割を加えた４方式のいずれかを選択して保険税の課税を行っています。 

 

２－３．国立市の現状 

 国立市は２方式を採用しており、令和７（２０２５）年度現在、それぞれの税率等を、 

・医療分  均等割２０，０００円 所得割５．５％ 

・支援分  均等割１０，０００円 所得割１．８％ 

・介護分  均等割１１，０００円 所得割１．８５％ 

としています。 
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令和６（２０２４）年度において、国立市の各区分の納付金のうち保険税で徴収すべき金

額及び実際の徴収額（滞納繰越分を除く）は以下のとおりです。 

 医療分 支援分 介護分 

納付金のうち保険税

で徴収すべき額 

1,234,598,416 円 493,332,015 円 176,401,561 円 

実際の徴収額 896,481,244 円 329,702,728 円 137,518,573 円 

差引不足分 338,117,172 円 163,629,287 円 38,882,988 円 

 

この、本来保険税で徴収すべき額と実際の徴収額の差引不足分は、法定外繰入金、いわゆ

る赤字繰入金として、市の一般会計からの繰入れにより補っています。 
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３．赤字繰入金 

３－１．法定内繰入金と法定外繰入金 

 市町村国保は法令で特別会計を設けなければならないとされています。特別会計とは「特

定の歳入をもって特定の歳出にあて、一般の歳入歳出と区分して経理する」ものとされてお

り、国保に関する支出は国保に関する収入で賄わなければなりません。国保に関する収入に

ついては、保険税、国・都の公費のほか、市町村の一般会計からの繰入れについて法令で定

められています。 

 前述の赤字繰入金は法令に定められていない繰入金です。１－１．で触れたように、今般

の国保は定年退職後の高齢者や事情があって働けない方など、比較的所得の低い方が多くを

占める制度となっていることから、一部の市町村では赤字繰入金を投入することで保険税率

を低く抑えてきました。 

 しかし、赤字繰入を行っている自治体の財政が急激に悪化するなどして赤字繰入を行えな

くなった場合、国保会計の支出を賄うために保険税率を大幅に増加させなければなりません。

これは被保険者の生活に大きな影響を与え、国保制度を不安定にすることとなります。 

このように、赤字繰入金が他会計の影響を受けることで国保制度の運営が不安定になるこ

とや、そもそも赤字繰入を行う財政的余裕がない自治体との公平性を欠くといった視点から、

国は市町村に対し赤字繰入金の解消を求めてきました。 
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３－２．赤字繰入金の状況 

 令和５（２０２３）年度において、全国では１，２２０億円の赤字繰入がありました。こ

のうち東京都が約６割を占めており、埼玉県、千葉県、神奈川県を合わせた首都圏で全体の

約８割を占めている状態です。全国１，７４１区市町村のうち、赤字繰入を行っている区市

町村数は２３４で、約１３％となっています。 

 また、国立市では令和６（２０２４）年度決算ベースで被保険者１人あたり４６，９０２

円の赤字繰入を行っており、これは東京都多摩２６市中、高い方から１１番目に位置します。 

 

 

３－３．赤字繰入金と保険税水準の統一 

 １－１．で触れた同一都道府県内における保険税水準の統一では、都道府県内における区

市町村が赤字繰入を行わないという前提で、統一された保険税率を算定します。赤字繰入金

を投入して保険税率を抑えている区市町村においては、統一時にはその分保険税率が上昇す

ることとなります。  
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４．保険税水準の統一 

４－１．全国の状況 

令和６（２０２４）年度、大阪府と奈良県において保険税水準の統一が達成されています。

１８道県が令和１８（２０３６）年度までに保険税水準統一の目標年度を設定しており、国

はその他の都道府県についても目標を定めるよう求めています。 

 

４－２．東京都の状況 

 東京都は、令和７（２０２５）年１０月現在、保険税水準統一の目標年度を定めていませ

ん。都は、保険税水準統一の前段階となる「納付金ベースの統一」について、令和１２（２

０３０）年度に達成することを目指しています。 

 令和７（２０２５）年度の東京都事業費納付金算定時の東京都標準税率、国立市標準税率

と、２３区平均及び２６市平均税率、国立市税率は次ページのようになります。 

 医療分 支援分 介護分 

均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 

東京都標準税率 48,804 円 7.98% 17,638 円 2.93% 17,310 円 2.38% 

国立市標準税率 41,115 円 6.72% 17,047 円 2.83% 16,717 円 2.30% 

２３区平均税率 47,361 円 7.76% 16,800 円 2.71% 16,652 円 2.22% 

２６市平均税率 31,805 円 6.13% 11,805 円 2.13% 13,986 円 1.94% 

国立市税率 20,000 円 5.50% 10,000 円 1.80% 11,000 円 1.85% 
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国立市は平成２８（２０１６）年度以降、課税限度額と軽減判定所得以外の改定を行って

おらず、税率等の水準は２６市で最も低い水準になっています。標準税率、２６市平均及び

２３区平均とも大きな乖離があることがわかります。 

 東京都都標準税率と国立市標準税率に差があるのは、他市と比較して医療費が低いこと、

収納率が高いこと、その他国立市が獲得している補助金・交付金等の影響によるものです。

納付金ベースの統一が行われると、医療費は都全体としての算定に移行します。今後、完全

統一に向けて収納率や補助金・交付金の取り扱いについて議論がなされ、最終的に東京都標

準税率＝市標準税率となる見込みです。 

 

４－３．保険税水準に統一に向けた市の考え方 

 ４－１．でも記載したように、既に２府県が完全統一を完了しており、１８道県が完全統

一の目標年度を定めています。また、納付金ベースの統一については２県がすでに達成して

いるほか、１５都県が目標年度を定めています。残る１０府県についても、順次取り組みが

進められていくものと思われます。 

 都内を見ると、２３区はすでに都標準税率に近い税率を設定しています。２６市において

も、各市とも一定の間隔で改定を行うなど、統一を見据えた取り組みが進んでいます。 

 国は保険税水準の統一を強く推し進めており、赤字繰入金の解消に対し補助金によるイン

センティブを設けています。 

 都においても、これまで収納率成績良好な自治体に交付していた補助金を、赤字繰入金解
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消が進んでいる自治体に対する補助金に一部組み替えることが検討されています。 

 これらの状況から、国立市において保険税水準の統一を行う必要性が強く生じることが想

定されます。 
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５．今後の国立市国保税率等改定に向けた考え方 

５－１．国立市国民健康保険運営協議会への諮問・答申 

 これらの状況を踏まえ、国立市では令和６（２０２４）年８月２１日に運協に今後の国立

市国保の税率改定の考え方について諮問を行い、令和７（２０２５）年１月９日に答申を受

けました。 

 答申においては、現在の市を取り巻く状況を勘案したうえで、将来の国保制度に対し責任

ある対応が必要であること、改定に当たっては、２年に１度、国立市標準保険税率との差を

一定の割合で改定していくことが妥当と考えること、国保制度が安定的に運営されていくよ

う、市が国に対し強く要望していくこと等が示されました。 

 

５－２．答申に沿った改定を行った場合の推移 

 市では、この答申を尊重し、保険税率の改定を検討していきます。 

 答申では、一律の割合で改定を行うのではなく、改定年次の前年度における国立市の標準

保険税率と残改定予定回数を指標として、以下の算定方法で算出した割合で改定を行ってい

くことが妥当であると示されています。 

 

改定前年度における国立市の標準保険税率等－改定前年度における国立市の保険税率等 

残改定予定回数 

＝改定年度における改定率 
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答申の内容に沿った改定について、仮に令和８（２０２６）年度から改定することとした

場合、以下のように推移していくと考えられます。 

① 令和７（２０２５）年度から国立市の標準保険税率が変わらないとした場合 

  

2025 年

度 

2026 年

度 

2027 年

度 

2028 年

度 

2029 年

度 

… 

2036 年

度 

国立市標準保険税率    

  

均等割(円) 74,879 74,879 74,879 74,879 74,879 74,879 

所得割(％) 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 

国立市保険税率    

  

均等割(円) 41,000 46,700 46,700 52,300 52,300 74,800 

所得割(％) 9.15 9.60 9.60 10.05 10.05 11.85 

標準保険税率との差 

 

  

  

均等割(円) 33,879  28,179  22,579  

所得割(％) 2.70  2.25  1.80  

改定幅   

 

均等割(円)  5,700  5,800  5,500 

所得割(％)  0.45  0.45  0.45 

※均等割は１００円未満を四捨五入、所得割は小数点第２位を０または５に調整。 

医療分・支援分・介護分をそれぞれ算定したのち合算。以下の表について同じ。 

約 1/6 

改定 

約 1/5 

改定 

約 1/1 

改定 
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② 令和７（２０２５）年度から国立市の標準保険税率が年３％ずつ増加するとした場合 

  

2025 年

度 

2026 年

度 

2027 年

度 

2028 年

度 

2029 年

度 

… 

2036 年

度 

国立市標準保険税率    

  

均等割(円) 74,879 77,125 79,439 81,823 84,278 106,759 

所得割(％) 11.85 12.20 12.57 12.94 13.33 16.89 

国立市保険税率    

  

均等割(円) 41,000 46,700 46,700 53,200 53,200 100,700 

所得割(％) 9.15 9.60 9.60 10.20 10.20 15.95 

標準保険税率との差    

  

均等割(円) 33,879  32,739  31,078  

所得割(％) 2.70  2.97  3.13  

改定幅   

 

均等割(円)  5,700  6,500  18,200 

所得割(％)  0.45  0.60  2.40 

 

 

 

 

約 1/6 

改定 

約 1/5 

改定 

約 1/1 

改定 
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③ 令和７（２０２５）年度から国立市の標準保険税率が年３％ずつ減少するとした場合 

  

2025 年

度 

2026 年

度 

2027 年

度 

2028 年

度 

2029 年

度 

… 

2036 年

度 

国立市標準保険税率    

  

均等割(円) 74,879 72,633 70,455 68,341 66,290 53,560 

所得割(％) 11.85 11.50 11.15 10.82 10.50 8.49 

国立市保険税率    

  

均等割(円) 41,000 46,700 46,700 51,400 51,400 55,200 

所得割(％) 9.15 9.60 9.60 9.90 9.90 8.75 

標準保険税率との差    

  

均等割(円) 33,879  23,755  14,890  

所得割(％) 2.70  1.55  0.60  

改定幅   

 

均等割(円)  5,700  4,700  2,300 

所得割(％)  0.45  0.30  ▲0.10 

  

約 1/6 

改定 

約 1/5 

改定 

約 1/1 

改定 
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①のケースのように国立市標準税率の水準が現状から変わらなければ、２年に１回、均等割

５，７００円、所得割０．４５％程度の改定を行えば国立市の標準税率に到達します。②の

ように国立市の標準税率の水準が上昇していく場合、上昇に合わせて１回あたりの改定幅も

大きくなります。逆に、③のように国立市の標準税率の水準が下がる場合は改定幅が縮小、

あるいは保険税率の減改定となります。 

 今後の都、市の標準税率や統一後の保険税率を推測することは非常に困難です。現在、高

度医療の発達や高額な薬剤の登場などの影響により、一人当たり医療費は増加する傾向にあ

ります。この状況が変わらなければ、都、市とも標準税率は上昇することとなります。一方

で、標準税率は医療制度改革や保険税の算定にかかわる税制度の改定などの影響を大きく受

けます。これらの改正次第で、都、市の標準税率が下がる可能性もあり得ます。 

 答申で提示されたこの改定方法は、どのケースにおいても標準税率の変動を織り込みつつ

段階的に改定を行えるものです。 

 また、答申において、市が国に対し、国保の安定的な運用のための制度設計、公費負担の

拡大、能力に応じた負担が公平になされることなどについて要望していくことを強く求めら

れています。被保険者の負担が過重なものにならないよう、引き続き国・都に対しこれらの

要望を行っていきます。 
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６．今後予定されている制度改正 

６－１．課税限度額と軽減判定所得の改定 

 国保税は所得に応じて課税額が増加しますが、受けられる給付は変わりません。このため、

被保険者の納付意欲を削がないことなどを目的に課税限度額が設けられています。この限度

額は、被用者保険が標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者の割合を０．５％から１．

５％の間となるよう法定されていることとのバランスを考慮し、限度額超過世帯が１．５％

程度になるよう引き上げが行われています。 

また、国保では、負担能力に応じた負担という側面から、所得が低い被保険者を対象に保

険税の減額制度を持っています。 

この課税限度額と減額の基準となる軽減判定所得については、近年頻繁に改定が行われて

います。 

これらの改定については、例年年度末日に政令の改正が交付され、改定が決定しています。

本来は、政令の改定後、運協に諮り、市民の皆様のご意見を受けて条例改正を行うのが正規

の流れとなります。しかし、この手続きを踏むと市の条例改正は国の法令改正から１年遅れ

ることとなります。課税限度額が改定されない場合、その分を所得が限度額未満となってい

る被保険者で負担する形となります。また、軽減判定所得が改定されない場合、本来保険税

が減額されるはずの被保険者が減額されずに保険税を負担する形となります。 

これらは、法改正の主旨である「被保険者間の保険税負担の格差是正及び公平を図る」こ

とと真逆の結果となるため、国立市では平成３０（２０１８）年度の運協答申を受け、法の
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施行日から遅れることなく課税限度額等の改定を行えるような体制としています。 

この点については、被保険者の負担の公平性に資することから、引き続き同様の運用とし

ていきます。 

 

６－２．新たな賦課区分について 

 法改正により、国保を含むすべての公的医療保険において、令和８（２０２６）年度から

「子ども・子育て支援納付金」の納付が義務付けられ、納付金の原資として被保険者から「子

ども・子育て支援金」を徴収することが定められています。 

 子ども・子育て支援金は、現在の保険税の賦課・徴収方法を踏まえ、各保険者が税率等を

決定することとされています。 

 区市町村に対する子ども・子育て納付金の額は現在の国保事業費納付金の枠組みで提示さ

れることとなっており、翌年の納付額について１１月ごろに仮係数を用いた納付見込み額が、

年明け１月初旬に確定係数を用いた納付確定額が示される見込みです。 

 １月の確定係数の提示から運協による諮問・答申を受け、市民周知を行い３月の議会まで

に条例改正を提案することは日程的に困難です。このため、事前に運協での同意を得ること

を前提として、確定係数に基づいて示される税率等を用いて条例改正することを検討してい

ます。 



 

 

 

 

 

参 考 資 料 

 
 

 

 

 

 



　

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

（％） （％） （円） （円） （万円） （％） （％） （円） （円） （万円） （％） （％） （円） （円） （万円）

24 八 王 子 市 7.73 - 44,000 - 66 2.83 - 17,400 - 26 2.42 - 18,800 - 17 ○

25 立 川 市 6.68 - 32,500 - 64 2.24 - 11,700 - 23 1.70 - 14,500 - 16 ○

26 武 蔵 野 市 5.62 - 31,000 - 65 1.95 - 11,300 - 24 1.65 - 13,600 - 17 ○

27 三 鷹 市 6.10 - 29,000 - 66 2.30 - 11,800 - 26 1.60 - 13,400 - 17 ○

28 青 梅 市 6.25 - 33,000 - 66 2.07 - 12,000 - 26 1.95 - 13,100 - 17 ○

29 府 中 市 5.05 - 23,720 - 65 1.64 - 7,440 - 24 1.64 - 9,840 - 17 ○

30 昭 島 市 5.60 - 27,500 - 66 2.25 - 11,500 - 24 1.70 - 14,500 - 17 ○

31 調 布 市 5.52 - 29,000 - 65 1.98 - 10,300 - 24 1.75 - 12,000 - 17 ○

32 町 田 市 6.67 - 39,300 - 66 2.25 - 13,100 - 26 2.02 - 15,100 - 17 ○

33 福 生 市 5.39 - 29,700 - 66 2.25 - 13,200 - 26 1.79 - 14,000 - 17 ○

34 羽 村 市 6.43 - 27,300 - 66 2.33 - 11,200 - 26 2.15 - 13,100 - 17 ○

35 瑞 穂 町 6.03 - 28,000 - 66 1.85 - 10,500 - 26 1.55 - 15,000 - 17 ○

36 あきる野市 6.28 - 33,000 - 66 2.37 - 12,300 - 26 2.23 - 14,700 - 17 ○

37 日 の 出 町 6.00 - 31,300 - 66 2.25 - 11,700 - 26 1.99 - 13,200 - 17 ○

39 檜 原 村 5.35 - 28,100 - 66 1.66 - 9,600 - 26 1.60 - 12,200 - 17 ○

40 奥 多 摩 町 6.20 - 33,100 - 66 2.10 - 12,600 - 26 2.05 - 12,600 - 17 ○

42 日 野 市 5.80 - 34,500 - 66 2.10 - 12,300 - 26 2.10 - 14,700 - 17 ○

44 多 摩 市 6.16 - 30,200 - 66 2.00 - 12,400 - 26 1.78 - 12,600 - 17 ○

45 稲 城 市 5.73 - 37,200 - 66 1.37 - 9,400 - 26 2.19 - 13,100 - 17 ○

46 国 立 市 5.50 - 20,000 - 66 1.80 - 10,000 - 26 1.85 - 11,000 - 17 ○

47 狛 江 市 5.65 - 27,900 - 66 1.97 - 11,300 - 26 1.84 - 13,600 - 17 ○

48 小 金 井 市 6.54 - 30,000 - 65 2.05 - 13,000 - 24 2.00 - 15,000 - 17 ○

49 国 分 寺 市 6.40 - 30,000 - 65 2.38 - 14,000 - 24 2.24 - 16,000 - 17 ○

51 武蔵村山市 6.94 - 35,200 - 66 2.21 - 12,500 - 26 1.76 - 13,000 - 17 ○

52 東 大 和 市 7.42 - 37,200 - 66 2.50 - 12,300 - 26 2.45 - 14,100 - 17 ○

53 東 村 山 市 6.70 - 40,800 - 66 2.25 - 13,500 - 26 2.15 - 16,000 - 17 ○

54 清 瀬 市 5.92 - 28,000 - 66 2.01 - 10,000 - 26 1.90 - 13,000 - 17 ○

55 東久留米市 5.92 - 38,300 - 66 2.23 - 13,600 - 26 1.99 - 14,700 - 17 ○

57 西 東 京 市 5.41 - 31,600 - 66 1.68 - 6,500 - 26 1.64 - 14,300 - 17 ○

58 小 平 市 6.01 - 27,000 - 66 2.29 - 12,900 - 26 1.85 - 15,900 - 17 ○

59 大 島 町 6.80 - 21,500 19,000 66 2.60 - 8,200 4,300 26 2.00 - 9,000 5,200 17 ○

60 利 島 村 2.81 - 16,000 - 66 2.12 - 12,000 - 26 1.64 - 12,200 - 17 ○

61 新 島 村 6.20 - 33,000 - 66 2.20 - 12,000 - 26 1.90 - 16,000 - 17 ○

62 神 津 島 村 6.50 - 36,500 - 66 3.69 - 19,000 - 26 2.19 - 16,000 - 17 ○

63 三 宅 村 7.45 - 43,400 - 66 2.57 - 15,000 - 26 2.04 - 15,700 - 17 ○

64 御 蔵 島 村 3.00 39.50 8,300 8,000 61 1.05 15.50 4,700 4,000 19 0.61 16.44 7,900 4,700 16 ○

65 八 丈 町 6.50 - 20,100 14,200 66 2.80 - 7,000 7,000 26 2.30 - 11,600 4,000 17 ○

66 青 ヶ 島 村 5.00 65.00 23,000 23,000 66 0.40 9.00 10,000 10,000 26 0.40 11.00 10,000 10,000 17 ○

67 小 笠 原 村 4.50 35.00 7,800 22,600 66 1.50 15.00 6,400 10,000 26 1.40 11.00 10,000 10,000 17 ○

5.94 46.50 29,667 17,360 65.7 2.10 13.17 11,427 7,060 25.4 1.85 12.81 13,463 6,780 16.9

【注１】「所得割」の算定は、「旧ただし書方式」を採用している。

市町村平均

【注２】網掛け部分は前年度から改定されている。

令和７年度国民健康保険料（税）率等の状況

（令和7年4月1日現在）

保　険　者　名

国民健康保険料（税）率・賦課限度額

7・5・
2割
軽減

6・4
割

軽減

基礎課税（賦課）分 後期高齢者支援金等課税（賦課）分 介護納付金課税（賦課）分



（令和7年4月1日現在）

均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割

1 千 代 田 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,200 1.72

2 中 央 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

3 港 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

4 新 宿 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

5 文 京 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.23

6 台 東 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

7 墨 田 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

8 江 東 区 実施 47,300 7.71 660,000 16,800 2.69 260,000 16,600 2.25 170,000

9 品 川 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

10 目 黒 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.19

11 大 田 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

12 世 田 谷 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

13 渋 谷 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

14 中 野 区 45,600 7.92 16,200 2.87 17,400 2.20

15 杉 並 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

16 豊 島 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

17 北 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

18 荒 川 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.10

19 板 橋 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.22

20 練 馬 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

21 足 立 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

22 葛 飾 区 47,300 7.71 16,800 2.69 16,600 2.25

23 江 戸 川 区 50,400 8.59 17,400 2.97 17,400 2.45

【注１】「所得割」の算定は、「旧ただし書方式」を採用している。

【注２】網掛け部分は前年度から改定されている。

令和７年度  特別区国民健康保険料一覧表

保険者名
7割・5割
2割減額

基礎賦課分 後期高齢者支援金等賦課分 介護納付金賦課分

保険料率 保険料率 保険料率

（全区） （全区） （全区） （全区）

賦課限度額賦課限度額賦課限度額



令和７年度確定係数に基づく標準保険料率

所得割（％） 均等割（円） 所得割（％） 均等割（円） 所得割（％） 均等割（円） 所得割（％） 資産割（％） 均等割（円） 平等割（円） 所得割（％） 資産割（％） 均等割（円） 平等割（円） 所得割（％） 資産割（％） 均等割（円） 平等割（円）

1 千 代 田 区 8.36 51,120 2.89 17,417 2.39 17,408 8.53 0 52,481 0 2.97 0 16,959 0 1.96 0 19,812 0

2 中 央 区 7.88 48,211 2.94 17,727 2.41 17,541 7.90 0 48,171 0 2.93 0 17,903 0 2.37 0 17,994 0

3 港 区 8.36 51,133 3.07 18,518 2.51 18,297 4.55 0 51,856 0 1.80 0 19,000 0 2.51 0 18,254 0

4 新 宿 区 8.82 53,947 3.18 19,185 2.52 18,336 10.03 0 51,471 0 3.46 0 18,461 0 2.47 0 18,582 0

5 文 京 区 7.89 48,261 2.86 17,217 2.35 17,104 8.42 0 49,486 0 2.90 0 17,833 0 2.22 0 18,121 0

6 台 東 区 8.51 52,052 3.01 18,152 2.45 17,842 8.56 0 55,212 0 2.91 0 19,417 0 2.31 0 19,344 0

7 墨 田 区 8.26 50,559 2.89 17,390 2.36 17,166 8.28 0 50,856 0 2.80 0 17,637 0 2.31 0 17,275 0

8 江 東 区 8.53 52,161 2.92 17,591 2.40 17,455 9.23 0 46,760 0 2.85 0 17,542 0 2.35 0 17,465 0

9 品 川 区 8.26 50,531 2.87 17,303 2.38 17,288 8.25 0 51,636 0 2.75 0 17,851 0 2.39 0 17,353 0

10 目 黒 区 7.80 47,729 2.82 16,977 2.30 16,751 8.01 0 47,411 0 2.76 0 17,037 0 2.22 0 17,236 0

11 大 田 区 8.51 52,040 2.90 17,469 2.39 17,413 8.38 0 52,344 0 2.76 0 17,726 0 2.36 0 17,397 0

12 世 田 谷 区 7.98 48,812 2.98 17,968 2.36 17,204 8.25 0 47,535 0 2.90 0 18,158 0 2.39 0 16,758 0

13 渋 谷 区 8.05 49,271 2.96 17,823 2.41 17,540 8.37 0 51,020 0 2.91 0 18,650 0 2.38 0 18,338 0

14 中 野 区 8.21 50,253 3.02 18,205 2.46 17,929 9.16 0 47,237 0 3.30 0 17,256 0 2.29 0 19,526 0

15 杉 並 区 7.83 47,915 2.96 17,869 2.37 17,276 8.39 0 45,638 0 3.00 0 17,619 0 2.33 0 17,380 0

16 豊 島 区 7.58 46,344 2.90 17,482 2.33 16,926 8.20 0 45,998 0 3.02 0 17,502 0 2.33 0 16,845 0

17 北 区 8.39 51,343 2.94 17,721 2.41 17,563 8.78 0 50,571 0 2.92 0 17,980 0 2.37 0 17,519 0

18 荒 川 区 8.06 49,301 2.86 17,260 2.34 17,029 8.47 0 49,516 0 2.97 0 17,089 0 2.28 0 16,731 0

19 板 橋 区 8.40 51,385 2.94 17,729 2.39 17,431 8.80 0 49,721 0 2.99 0 17,294 0 2.33 0 17,471 0

20 練 馬 区 7.57 46,289 2.83 17,055 2.31 16,833 7.70 0 45,328 0 2.83 0 16,451 0 2.32 0 16,386 0

21 足 立 区 8.73 53,414 3.04 18,310 2.50 18,167 8.70 0 52,132 0 2.88 0 18,405 0 2.44 0 17,987 0

22 葛 飾 区 8.37 51,203 2.96 17,829 2.33 16,970 7.85 0 53,576 0 2.69 0 18,804 0 2.12 0 17,971 0

23 江 戸 川 区 8.37 51,189 2.95 17,805 2.43 17,659 8.42 0 51,188 0 2.89 0 17,951 0 2.44 0 17,653 0

24 八 王 子 市 7.13 43,611 2.77 16,690 2.25 16,377 7.57 0 38,637 0 2.94 0 14,689 0 2.51 0 14,032 0

25 立 川 市 7.94 48,563 2.89 17,396 2.37 17,256 8.16 0 43,041 0 2.87 0 16,282 0 2.11 0 18,320 0

26 武 蔵 野 市 7.68 46,966 2.92 17,583 2.37 17,273 7.45 0 42,573 0 2.78 0 16,709 0 2.09 0 17,728 0

27 三 鷹 市 7.23 44,251 2.84 17,106 2.32 16,906 7.10 0 38,171 0 2.74 0 15,511 0 2.01 0 17,254 0

28 青 梅 市 7.45 45,585 2.97 17,926 2.48 18,040 7.59 0 42,259 0 2.87 0 17,532 0 2.52 0 17,210 0

29 府 中 市 7.89 48,292 2.95 17,767 2.39 17,388 8.08 0 39,874 0 3.02 0 14,417 0 2.46 0 14,961 0

30 昭 島 市 7.64 46,721 2.84 17,131 2.35 17,084 8.22 0 39,104 0 3.04 0 14,791 0 2.26 0 17,623 0

31 調 布 市 7.67 46,906 2.91 17,551 2.38 17,325 6.99 0 45,407 0 2.67 0 17,151 0 2.23 0 16,684 0

32 町 田 市 7.70 47,102 2.84 17,143 2.31 16,842 7.99 0 40,448 0 2.90 0 14,737 0 2.42 0 14,863 0

33 小 金 井 市 7.11 43,522 2.86 17,225 2.32 16,853 7.59 0 34,638 0 2.62 0 17,612 0 2.24 0 17,165 0

34 小 平 市 7.31 44,711 2.84 17,147 2.31 16,803 7.75 0 37,119 0 2.78 0 16,669 0 2.11 0 17,934 0

35 日 野 市 7.56 46,258 2.87 17,318 2.32 16,858 7.86 0 38,133 0 2.90 0 14,730 0 2.55 0 13,814 0

36 東 村 山 市 7.53 46,071 2.91 17,521 2.37 17,235 7.18 0 46,012 0 2.75 0 17,362 0 2.28 0 17,459 0

37 国 分 寺 市 7.32 44,772 2.86 17,230 2.33 16,941 8.62 0 27,330 0 3.10 0 12,772 0 2.59 0 11,541 0

38 国 立 市 6.72 41,115 2.83 17,047 2.30 16,717 8.30 0 22,252 0 3.06 0 12,691 0 2.67 0 11,094 0

39 福 生 市 7.58 46,360 2.85 17,152 2.36 17,150 8.05 0 44,331 0 2.87 0 17,180 0 2.30 0 17,567 0

40 狛 江 市 6.89 42,171 2.83 17,086 2.30 16,716 7.56 0 30,379 0 2.93 0 13,750 0 2.34 0 14,599 0

41 東 大 和 市 6.68 40,842 2.82 16,977 2.29 16,653 6.83 0 36,983 0 2.86 0 15,206 0 2.53 0 14,981 0

42 清 瀬 市 7.82 47,807 2.87 17,313 2.31 16,840 9.01 0 33,611 0 3.20 0 12,700 0 2.65 0 12,632 0

43 東 久 留 米 市 7.60 46,492 2.85 17,148 2.33 16,941 7.21 0 45,714 0 2.68 0 16,845 0 2.28 0 16,771 0

44 武 蔵 村 山 市 7.81 47,789 2.91 17,546 2.37 17,262 8.53 0 41,275 0 2.70 0 17,887 0 2.38 0 16,634 0

45 多 摩 市 7.55 46,172 2.90 17,472 2.37 17,255 8.00 0 36,462 0 2.76 0 16,054 0 2.45 0 14,278 0

46 稲 城 市 7.26 44,394 2.92 17,574 2.33 16,954 7.88 0 32,095 0 2.92 0 13,326 0 3.16 0 7,946 0

47 羽 村 市 7.01 42,900 2.84 17,093 2.29 16,669 7.88 0 34,957 0 3.01 0 15,116 0 2.39 0 15,067 0

48 あ き る 野 市 6.92 42,327 2.86 17,252 2.34 17,026 7.37 0 35,235 0 2.95 0 14,973 0 2.52 0 14,860 0

49 西 東 京 市 7.61 46,534 2.96 17,852 2.38 17,287 8.30 0 38,311 0 3.62 0 11,163 0 2.53 0 15,765 0

50 瑞 穂 町 7.38 45,126 2.99 18,028 2.40 17,439 8.71 0 34,443 0 3.01 0 16,509 0 2.25 0 18,202 0

51 日 の 出 町 6.92 42,334 2.83 17,084 2.30 16,734 7.15 0 38,936 0 2.92 0 15,639 0 2.36 0 15,408 0

52 檜 原 村 4.76 29,122 2.83 17,031 2.30 16,719 4.92 0 25,799 0 2.74 0 15,961 0 2.22 0 15,341 0

53 奥 多 摩 町 7.46 45,658 2.82 17,013 2.28 16,565 7.54 0 42,425 0 2.69 0 16,704 0 2.38 0 16,196 0

54 大 島 町 7.58 46,393 2.84 17,099 2.32 16,879 9.08 0 21,857 21,636 3.44 0 9,210 5,570 2.74 0 9,303 5,336

55 利 島 村 ▲4.19 ▲25,619 2.83 17,064 2.28 16,592 ▲4.37 0 ▲25,281 0 2.93 0 16,818 0 2.10 0 18,478 0

56 新 島 村 7.44 45,528 2.94 17,719 2.44 17,786 7.52 0 40,496 0 2.83 0 16,608 0 2.15 0 17,926 0

57 神 津 島 村 6.13 37,496 2.76 16,610 2.34 16,998 5.70 0 32,688 0 2.82 0 13,768 0 2.18 0 15,109 0

58 三 宅 村 8.17 49,985 2.85 17,161 2.42 17,611 8.24 0 52,085 0 2.83 0 17,959 0 2.45 0 19,574 0

59 御 蔵 島 村 ▲1.48 ▲9,067 2.82 17,009 2.41 17,573 ▲1.40 ▲19.20 ▲4,411 ▲3,931 2.22 34.16 11,327 8,911 1.35 38.93 17,605 12,787

60 八 丈 町 6.09 37,259 2.82 16,980 2.29 16,654 6.72 0 19,543 14,025 3.24 0 7,478 7,593 2.40 0 11,651 4,087

61 青 ヶ 島 村 ▲10.12 ▲61,929 2.94 17,692 2.38 17,342 ▲7.88 ▲116.39 ▲46,579 ▲39,157 0.84 16.73 24,203 20,635 0.77 11.28 18,456 15,692

62 小 笠 原 村 6.20 37,898 2.95 17,771 2.40 17,463 6.72 47.02 11,135 31,613 2.25 22.26 10,103 16,540 1.27 10.95 12,228 12,539

介護納付金分

所得割（％） 均等割（円）

医療分 7.98 48,804

①都道府県標準保険料率
②　区市町村標準保険料率（２方式） ③　区市町村ごとの算定基準にもとづく標準的な保険料率

医療分 後期支援金分 介護納付金分 医療分 後期支援金分

①は全国統一の基準（２方式）により算定。応能・応益割合は、都の所得水準に応じた割合（５７：４３）で算定。

②は都一律の基準（２方式）により算定。応能・応益割合は、各区市町村の所得水準に応じた割合で算定。所得割は各区市町村の総所得金額（R４〜R６年度の平均所得を使用）、均等割は各区市町村の令和７年度被保険者数推計値により算定。

③は区市町村ごとの基準（２・３・４方式）により算定。応能・応益割合は、各区市町村の令和６年度実績に応じて算定。料率は各区市町村の令和６年4月1日時点の総所得金額及び固定資産税額、並びに、令和７年度の被保険者数及び世帯数の推計値により算定。

後期支援金分 2.93 17,638

介護納付金分 2.38 17,310
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モデル世帯別・ケース別国民健康保険税及び保険料
モデル世帯設定内容一覧

※1　モデル世帯　Iについては別途介護保険料が賦課される。

未就学児
被保険者数

0人

0人

1人

1人

モデル世帯　B 2人 0人

介護分
（40～64歳）
被保険者数

モデル世帯　A 1人 0人

医療分+後期分
被保険者数

３人世帯  所得400万  40歳代夫婦＋子ども（未就学）１人
給与収入年間560万円程度

４人世帯  所得500万  40歳代夫婦＋子ども２人
給与収入年間690万円程度

モデル世帯　C 3人 0人

モデル世帯　D 3人 2人

0人モデル世帯　E 4人 2人

0人モデル世帯　F 4人 2人
４人世帯  所得600万  50歳代夫婦＋子ども２人

給与収入年間790万円程度

モデル世帯　I　(※1) 2人 0人
2人世帯  所得100万円  70歳夫婦

年金収入年間210万円程度 均等割5割軽減
0人

詳細

１人世帯  所得0円  20歳
給与収入年間55万円以下 　均等割７割軽減

２人世帯  所得200万円  20歳代夫婦
給与収入年間300万円程度

３人世帯  所得300万  30歳代夫婦＋子ども（未就学）1人
給与収入年間430万円程度

モデル世帯　H 2人 2人

2人世帯  所得1,000万円  50歳夫婦
給与収入年間1,200万円程度

2人世帯  所得150万円  60歳夫婦
給与収入年間225万円程度 均等割2割軽減

モデル世帯　G 2人 2人 0人

0人



令和７年（２０２５年）度周辺市、高税率市、２６市、２３区のモデル世帯別国民健康保険税及び保険料
（年額）

モ デ ル 世 帯 A B C D E F G H I

世 帯 構 成 20歳単身 20代夫婦
30代夫婦
子(未就学)1人

30代夫婦
子(未就学)1人

40代夫婦
子2人

50代夫婦
子2人

50代夫婦 60歳夫婦 70歳夫婦

世帯年間収入
給与
55万円

給与
300万円

給与
430万円

給与
560万円

給与
690万円

給与
790万円

給与
1,200万円

給与
225万円

年金
210万円

世帯年間所得 0円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 1,000万円 150万円 100万円

国 立 市 9,000円 174,500円 262,500円 335,500円 560,000円 651,500円 928,500円 163,300円 71,500円

立 川 市 13,200円 228,300円 339,700円 428,900円 690,900円 797,100円 1,030,000円 207,300円 94,900円

府 中 市 9,300円 167,300円 249,700円 316,600円 524,900円 608,200円 872,500円 154,500円 69,200円

日 野 市 13,900円 217,500円 320,000円 399,000円 673,400円 773,400円 1,019,500円 205,200円 91,700円

国 分 寺 市 13,200円 225,700円 335,500円 423,300円 711,400円 821,600円 1,060,000円 213,700円 93,900円

八 王 子 市 18,400円 288,500円 424,800円 530,400円 876,200円 1,003,700円 1,090,000円 267,100円 121,500円

２ ６ 市 平 均 13,000円 216,800円 321,200円 403,800円 668,400円 770,400円 1,047,600円 201,100円 90,600円

２ ３ 区 平 均 19,200円 292,600円 429,400円 534,100円 869,700円 996,600円 1,090,000円 264,900円 123,700円

※２６市平均の限度額は政令の数値を適用



ケース別国民健康保険税額の推移
ケース① （年額）
モ デ ル 世 帯 A B C D E F G H I

世 帯 構 成 20歳単身 20代夫婦
30代夫婦
子(未就学)1人

30代夫婦
子(未就学)1人

40代夫婦
子2人

50代夫婦
子2人

50代夫婦 60歳夫婦 70歳夫婦

世帯年間収入
給与
55万円

給与
300万円

給与
430万円

給与
560万円

給与
690万円

給与
790万円

給与
1,200万円

給与
225万円

年金
210万円

世帯年間所得 0円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 1,000万円 150万円 100万円
令和７年度
(２０２５年度)

9,000円 174,500円 262,500円 335,500円 560,000円 651,500円 928,500円 163,300円 71,500円

令和８年度
(２０２６年度)

10,300円 189,400円 283,300円 359,800円 601,400円 697,400円 971,400円 177,200円 78,200円

令和１０年度
（２０２８年度）

11,800円 205,100円 305,300円 385,800円 642,600円 743,100円 1,019,100円 191,100円 85,200円

令和１２年度
（２０３０年度）

13,100円 220,000円 326,100円 410,100円 683,900円 788,900円 1,062,000円 205,000円 91,900円

令和１８年度
（２０３６年度）

17,400円 266,000円 390,600円 486,100円 807,200円 925,700円 1,090,000円 246,300円 112,400円

ケース② （年額）
モ デ ル 世 帯 A B C D E F G H I

世 帯 構 成 20歳単身 20代夫婦
30代夫婦
子(未就学)1人

30代夫婦
子(未就学)1人

40代夫婦
子2人

50代夫婦
子2人

50代夫婦 60歳夫婦 70歳夫婦

世帯年間収入
給与
55万円

給与
300万円

給与
430万円

給与
560万円

給与
690万円

給与
790万円

給与
1,200万円

給与
225万円

年金
210万円

世帯年間所得 0円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 1,000万円 150万円 100万円
令和７年度
(２０２５年度)

9,000円 174,500円 262,500円 335,500円 560,000円 651,500円 928,500円 163,300円 71,500円

令和８年度
(２０２６年度)

10,300円 189,400円 283,300円 359,800円 601,400円 697,400円 971,400円 177,200円 78,200円

令和１０年度
（２０２８年度）

11,900円 208,100円 309,600円 391,100円 652,600円 754,600円 1,030,100円 194,100円 86,500円

令和１２年度
（２０３０年度）

13,800円 230,800円 342,000円 430,000円 717,100円 827,100円 1,088,000円 215,100円 96,400円

令和１８年度
（２０３６年度）

23,300円 358,000円 525,700円 654,200円 1,064,700円 1,090,000円 1,090,000円 331,700円 151,300円



ケース③ （年額）
モ デ ル 世 帯 A B C D E F G H I

世 帯 構 成 20歳単身 20代夫婦
30代夫婦
子(未就学)1人

30代夫婦
子(未就学)1人

40代夫婦
子2人

50代夫婦
子2人

50代夫婦 60歳夫婦 70歳夫婦

世帯年間収入
給与
55万円

給与
300万円

給与
430万円

給与
560万円

給与
690万円

給与
790万円

給与
1,200万円

給与
225万円

年金
210万円

世帯年間所得 0円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 1,000万円 150万円 100万円
令和７年度
(２０２５年度)

9,000円 174,500円 262,500円 335,500円 560,000円 651,500円 928,500円 163,300円 71,500円

令和８年度
(２０２６年度)

10,300円 189,400円 283,300円 359,800円 601,400円 697,400円 971,400円 177,200円 78,200円

令和１０年度
（２０２８年度）

11,500円 201,300円 299,700円 378,700円 632,500円 731,500円 1,003,300円 188,000円 83,600円

令和１２年度
（２０３０年度）

12,500円 210,100円 311,500円 392,000円 653,200円 753,700円 1,024,100円 195,500円 87,700円

令和１８年度
（２０３６年度）

12,700円 196,400円 288,300円 358,800円 595,900円 683,400円 930,400円 181,800円 83,000円



被保険者数 一人当たり医療費

R元年(2019年)度 16,303 269,026

R2年(2020年)度 16,164 265,444

R3年(2021年)度 15,895 278,649

R4年(2022年)度 15,459 289,578

R5年(2023年)度 14,561 312,122

R6年(2024年)度 14,072 306,847

〇被保険者数は、人口構成の変動、後期高齢者医療保険への移行、社会保険の適用
拡大などの影響により減少傾向にあります。R4年(2022年)からR6年(2024年)は団塊の
世代が75歳に到達する年に当たり、被保険者数も大きく減っています。後期高齢者医
療保険への移行は、ピークは過ぎたものの引き続き続くため、国保被保険者数の減少
傾向は継続するものと思われます。

〇一人当たり医療費は、被保険者の年齢構成の変動や医療の高度化などの影響によ
り増傾向にあります。R2年(2020年)度の新型コロナ関連の医療費や受診控えなどの影
響により、この期間では傾向と異なる増減もみられます。
国立市の医療費は、独自の傾向は特にみられず、悪性新生物(がん)や生活習慣病に
起因する疾患などの医療費が大きくなっています。被保険者数が少ないため、高額な医
療費が発生すると割合が変動しやすいという特徴があります。
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納付金 保険税収入

R元年(2019年)度 146,567 88,218

R2年(2020年)度 150,170 86,760

R3年(2021年)度 147,370 88,391

R4年(2022年)度 153,923 93,050

R5年(2023年)度 169,749 93,565

R6年(2024年)度 169,259 96,909

〇東京都への納付金は、都内全体の医療給付費等から公費を差し引いたものが各区
市町村の被保険者数・被保険者所得で按分されます。傾向としては増加していますが、
過年度分の精算などの影響により、国立市の医療費動向とは異なる増減が見られま
す。

〇保険税収入は、被保険者所得が上昇傾向にあるため増加していますが、納付金額
の増に対し伸びは小さなものとなっています。都への納付金には国・都からの補助金な
ども充てられるため、赤字繰入金をすべて解消したとしても一人あたり納付金額＝一人
当たり保険税収入額にはなりません。
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